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原材料 ・エネル ギーコス ト増の影響を受 ける下請事業者に対する

配慮について

最近 の我 が 国中小企 業 ・小規 模事 業者 の業況 をみ ると、2013年 以降 、着実

に改善 を続 けて お りますが、資源価格 が高止 ま りしてい る状況の 中、最近 の急速

な円安 の進 展 も相 まって、原材 料 ・エネル ギー コス トの増加 が 、とりわ け中小企

業 ・小規模 事業者 の収 益 を強 く圧迫 してい る ことが懸念 されます。

下請 中小企 業者 と親 事業者 との取 引対 価 の決 定方 法については、下請 中小企 業

振興法第三 条 に基づ く振興基準 （下請事 業者 及び親事業者 の よるべ き一般 的な基

準、以 下 「振興基 準」 とい う。）第4に おい て、材 料費、市価 の動 向等 の要 素 を

考慮 した合理 的 な算定 方法 に基づ き、下請 中小企 業の適 正な利 益を含 み、下請 事

業者 及び親事 業者 が協議 して決定す るもの とされ てお ります。また、親事 業者 に

よる一方的 な価格 設定 な どの買いた た きや減額 な どは、下請代金支払遅延等 防止

法 （以 下 「下請代金 法」 とい う。） にお い ては、禁止行 為 として規定 され てい る

ところです。

貴団体 にお かれ て は、現下の状況 を踏 ま え、上記振興基準や 下請代金 法の趣 旨

に照 らし、適切 な価格決 定がな され るよ う、会員企業 に対 して周知 され る よ う要

請 します。



〔下請中小企業振興法 （抜粋）〕

第三条 経 済産業大 臣は、下請 中小企業の振興 を図るため下請事業者及び親事業者

のよるべ き一般 的な基準 似 下 「振興基準」 とい う。）を定めなければな らない。

〔振興基準 （抜粋）〕

第4対 価 の決定 の方法、納品の検査 の方法その他取引条件の改善に関す る事項

1） 対価 の決定 の方法の改善

（1） 取引対価 は、取引数量、納期の長短、納入頻度の多寡 、代金の支払方 法、

品質 、材料 、労務費、運送費、在庫保有費等 三経 市 の動 確 の 素

を考慮 した、合理的な算定方式 に基づ き、下請 中小企業 の適正 な利益 を含み、

労働時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者

が協議 して決定するもの とす る。

その際、・取引の対象 となる物品等 に係 る特許権 、著作権等知 的財産権の帰

属及び二次利 用に対す る対価並びに当該物品等の製造等 を行 う過程で生 じた

財産的価値 を有す る物品等や技術 に係 る知的財産権 の帰属及び二次利用 に対

す る対価 についても十分考慮する もの とす る。

〔下請代金法 （抜粋）〕

第四条 親事業者は、下請事業者に対 し製造委託等を した場合 は、次 の各号 （役務

提供委託 を した場合 にあっては、第一号及び第四号 を除 く。）に掲げる行為 を して

はな らない。

（減額）

三 下請事業者 の責に帰すべ き理 由がないのに、下請代金 の額 を減ず ること。

（買いたた き）

五 下請事業者 の給付 の内容 と同種又は類似 の内容 の給付 に対 し通 常支払 われ

る対価 に比 し著 しく低い下請代金の額 を不当に定 めること。


